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１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

計 画 給 水 人 口 720

現 在 給 水 人 口 712
法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法非適用
令和６年４月１日から適用予定

㎥／日

平 成 22 年 4 月 1 日

17.6

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

施 設 利 用 率 73

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

1

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 633

当村は、一般家庭に水道メーターがないところが多いことから一般家庭については、人数による固定料金で徴収を行っている。工場や旅
館・飲食店については、メーターで２ヶ月に１回検針を行い徴収を行っている。

３３０円

３０円

（月額）

５５０円

７００円

１０立方メートルまで

１立方メートル増すごとに

１人暮らし以下

２人暮らし

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

小菅村

小菅村簡易水道事業

計 画 期 間 ：

10

～

管 路 延 長

供 用 開 始 年 月 日 平 成 31 年 4 月 26 日

水 源

別添１－1

（１）旅館、民宿、工場等 （２ヶ月に１回検針）

小菅村　　　　　　　　　　事業経営戦略

事業の現況

３人暮らし ８５０円

４人暮らし

５人暮らし以上

９００円

１，０５０円

（２）一般家庭

表流水 ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水 道

簡易水道



④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

源流振興課

61歳～

51～60歳

41～50歳 1人

31～40歳

～30歳 1人

合計 2人

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

水道業務に携わる職員数の構成は、源流振興課長と担当職員計２人で運営を行っております。また水道業務を担当している正職員の年齢別の構成は下表に示す通り、４０
歳～５０歳未満が１人、３０歳未満が１人である。

これまでの主な経営健全化の取組

・村内全域の原水及び飲料水の水質検査を民間企業への外部委託を行い管理体制の強化を図っています。
・平成２２年に水道料金の改正を行い使用料の向上に取り組んだ
・本村では、耐震管に分類された水道配水用ポリエチレン管を採用し、工事コストの削減と管路の耐震化及び老朽管更新工事を図っています。

別紙のとおり

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策としては、経
営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

村長 源流振興課 水道業務担当



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

給水人口の予測

料金収入の見通し

一般家庭については、定額制で料金徴収を行っているため給水人口をベースに算出しています。また、旅館・民宿・工場については過去のデータの推計を基に算出していま
す。平成22年度に料金改定を行ったため料金収入が増えたがその後人口減少が徐々に進み令和40年には、400万円を切ることが予測されます。しかし、現在管路の耐震化
工事を実施しているため更新費用の確保や健全な事業運営のため料金体系について検討を行っていきます。

水需要の予測

　本経営戦略において給水人口の推計は、平成27年度に策定した小菅村人口ビジョンを基に行っております。推計の結果令和３年度以降は高齢化による人口減少が進み
徐々に給水人口が減少が続くことが予測されます。平成30年度と比べ令和元年の給水人口が増加している理由として、簡易水道4箇所と小規模水道1箇所を統合したため給
水人口が増加している。

一般用水については、上記のとおり令和３年から給水人口が減少するため一般用水の給水量が減少しているが学校用水については、本村で実施している源流親子留学で
現状維持ができることが予想されるため同じ数値となっている。

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和10年

その他 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8

官公署用水 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

旅館用水 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7

学校用水 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

一般用水 63.9 65.6 65.7 65.2 64.8 64.4 62.6
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水需要の予測

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和５年 令和10年

給水人口の予測 700 719 720 715 710 706 686
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（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

・適正な維持管理に努め良質な水道の供給を行う。
・災害発生時における危機管理体制の強化及び水道施設・管路の早期復旧・耐震化に努める。
・財源確保のため料金回収率の向上に努める。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

老朽化した施設・管路の更新及び耐震化を目標として、継続的な施設更新を行い地震に強い水道を目指します。

当村では、老朽化してしまった管路の更新を行うため平成30年度から配水用ポリエチレン管（ＨＰＰＥ）で配水管及び送水管の更新工事を実施しており給水管についても耐震
性のある管を採用し更新工事を進めております。

現在最低限度の人数で簡易水道の運営を行っている状況で簡易水道以外にも他業務を兼務しているためこれ以上人数の削減ができないので当面現在の形態を続けていき
ます。

組織の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

水質検査や修繕費、動力費等は必要最低限で実施しているため収支計画では令和3年度～令和11年度については、一定の金額で計上を行っている。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

予定なし

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

予定なし

そ の 他 の 取 組 令和2年度に固定資産台帳の整備を行い令和6年度から公営企業会計に移行する予定

ハード面での広域化については、地理的な条件が悪く現実的ではないがソフト面については、水質の検査や法適用に関するシステム等
で活用できるものがあれば取り組む予定

広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

予定なし

現在小菅村簡易水道で使用している管・施設の多くは耐用年数が過ぎていてなおかつ耐震性能も低いものが多くなっています。そこで
平成２９年度に小菅村耐震化計画を策定し平成３０年度から耐震管の布設工事を行っています。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

目 標

人口減少により料金収入が減少することが予想されるので定期的に料金の見直しを行い適正な料金改定を検討します。

②　収支計画のうち財源についての説明

現在当村の簡易水道は、老朽化による修繕工事などで歳出が増えている現状です。また以前と比べると少子高齢化による人口減少等で営業収入が減少しています。今後
は、健全な経営を目指すためにも適正な料金水準を検討する必要があります。
建設改良の財源については、国庫補助金及び地方債を財源に更新工事を行います。



②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

本経営戦略は、５年を目処に見直しを行い、効率的な事業となるように必要に応じて計画の改定を行う。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

現在実施している更新工事に伴い企業債の借入額が増加することが予想されます。そのため国庫補助金や料金収入を活用し計画的な
借入を実施していきます。

財源不足を補うために基準外繰入金を想定しています。

本計画内では、料金改定を見込まずに予測値を出しているが今後人口減少が予想されそれに伴い料金収入も減ることが予想されるの
で今後料金の改定を検討する予定

予定なし

そ の 他 の 取 組 予定なし

企 業 債

繰 入 金



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 27,485 23,852 33,553 18,673 18,845 18,709 18,553 18,385 18,202 17,907 17,583 17,282

（１） (B) 3,466 3,561 4,080 3,763 3,787 3,828 3,848 3,894 3,924 3,981 4,032 4,032

ア 3,466 3,561 4,080 3,763 3,787 3,828 3,848 3,894 3,924 3,981 4,032 4,032

イ (C)

ウ

（２） 24,019 20,291 29,473 14,910 15,058 14,881 14,705 14,491 14,278 13,926 13,551 13,250

ア 24,019 20,291 29,473 14,910 15,058 14,881 14,705 14,491 14,278 13,926 13,551 13,250

イ

２ (D) 26,109 19,858 39,956 29,173 29,345 29,209 29,053 28,885 28,702 28,407 28,083 27,782

（１） 22,370 16,305 36,540 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155

ア

22,370 16,305 36,540 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155 26,155

（２） 3,739 3,553 3,416 3,018 3,190 3,054 2,898 2,730 2,547 2,252 1,928 1,627

ア 3,739 3,553 3,416 3,018 3,190 3,054 2,898 2,730 2,547 2,252 1,928 1,627

イ

３ (E) 1,376 3,994 △ 6,403 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500 △ 10,500

1 (F) 128,207 122,301 69,763 128,520 130,551 130,826 133,132 137,437 140,079 143,301 144,138 144,195

（１） 60,000 59,400 20,700 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

（２） 28,207 23,257 29,063 28,520 30,551 30,826 33,132 37,437 40,079 43,301 44,138 44,195

（３）

（４）

（５） 40,000 39,644 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

（６）

（７）

２ (G) 128,207 122,301 69,763 118,020 120,051 120,326 122,632 126,937 129,579 132,801 133,638 133,695

（１） 112,503 107,195 53,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

（２） (H) 15,704 15,106 16,763 18,020 20,051 20,326 22,632 26,937 29,579 32,801 33,638 33,695

（３）

（４）

（５）

３ (I) 0 0 0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収支差引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

令和11年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和8年度 令和9年度令和10年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和11年度本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度令和10年度

(J) 1,376 3,994 △ 6,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K)

(L) 1,033 2,409 6,403

(M)

(N) 2,409 6,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O)

(P) 2,409 6,403

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 3,466 3,561 4,080 3,763 3,787 3,828 3,848 3,894 3,924 3,981 4,032 4,032

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 301,088 345,382 358,619 400,599 440,548 480,222 517,590 550,653 581,074 608,273 634,635 660,940

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

15,409 24,019 29,473 14,910 14,996 14,881 14,705 14,491 14,278 13,926 13,551 13,250

2,016 1,870 1,708 1,509 1,595 1,527 1,449 1,365 1,274 1,126 964 814

13,393 22,149 27,765 13,401 13,401 13,354 13,256 13,126 13,005 12,800 12,587 12,437

24,829 28,207 29,063 28,520 30,551 30,826 33,132 37,437 40,079 43,301 44,138 44,195

8,514 7,852 8,382 9,010 10,026 10,163 11,316 13,469 14,790 16,401 16,819 16,848

16,315 20,355 20,682 19,510 20,526 20,663 21,816 23,969 25,290 26,901 27,319 27,348
40,238 52,226 58,536 43,430 45,547 45,707 47,837 51,928 54,357 57,227 57,689 57,445

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

令和7年度 令和8年度 令和9年度令和10年度令和11年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

健全化法施行令第16条により算定し
た

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定し

た
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

28 28

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

59 40 38 38 36 33収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 66 68

赤 字 比 率 （ ×100 ）

31 29

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金



グラフ凡例

当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

全体総括

本村では少子高齢化による人口減少が大きな要因となり収益
的収支比率・料金回収率が低い水準となっている。また、管
路等の老朽化に伴い更新工事や修繕工事が必要となっている
ため一般会計からの繰入に頼りざるを得ない状況となってい
る。今後も計画的に老朽管の更新をするとともに、施設を効
率的に運営していくため令和2年度に経営戦略の策定を行
う。
しかしながら水道事業のみで経営強化を図っていくことは大
変難しく、人口ビジョンや村内企業の活性化に向けて総合計
画を併せて策定していく必要がある。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

料金回収率は、前年度に比べて比率が高くなっているが類似
団体と比較すると大幅に下回っているため料金設定の見直し
等を行う必要がある。また企業債償還に係る費用も負担と
なっており現在更新工事で企業債の借入を行っているため今
後も企業債の償還が負担になることが予想されている。
収益的収支比率については、総費用が昨年度に比べ減額に
なったため比率が高くなったが類似団体と比べると平均値を
下回っているため健全な経営を行えるように費用削減を心掛
ける必要がある。
施設利用率については本村では推測値で配水量を計算してい
るため類似団体値を下回っている状況にある。

2. 老朽化の状況について

管路更新率は、管路更新工事を行っているため類似団体と比
べ高い数値となっている。ただし、配水池等の施設の老朽化
も予想されるため適切な点検が必要と考える。

2. 老朽化の状況

－

- 該当数値なし 100.00 550 715 52.78 13.55 【】

52.78 13.58 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)
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経営比較分析表（令和元年度決算）

山梨県　小菅村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 10.22 7.77

平均値 1.26 0.78 0.57 0.62 0.39

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 40.52 51.28 51.20 65.73 68.22

平均値 72.03 72.11 74.05 73.25 75.06
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①収益的収支比率(％)
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0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値

平均値

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 7,168.82 7,803.36 7,221.40 8,686.90 9,699.02

平均値 1,510.14 1,595.62 1,302.33 1,274.21 1,183.92

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 10.45 11.07 9.60 8.29 10.18

平均値 22.67 37.92 40.89 41.25 42.50

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 260.06 251.52 293.94 331.80 499.69

平均値 789.62 423.18 383.20 383.25 377.72

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 36.47 36.57 36.57 36.57 44.15

平均値 48.70 46.90 47.95 48.26 48.01

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

平均値 74.96 74.63 74.90 72.72 72.75

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし


